
選挙公報に関する申請について 

 

 

１． 掲載文の申請期間（補正等を含む。） 

８月２６日（火）午前８時３０分から午後５時まで。 

 

２． 掲載文の作成等 

① 原稿用紙は、選挙管理委員会が交付するものを使用すること。 

    交付枚数は３枚。提出は２枚。（１枚は原稿に使用。） 

② 掲載文は、黒色の色素により記載すること。 

③ 掲載文には、写真欄以外には写真は掲載できない。 

④ 掲載文は、図、イラストレーション及びこれらの類を記載しよう

とする場合は、その部分にかかる合計面積が掲載文を記載すること

ができる面積の概ね２分の１を超えてはならない。 

⑤ ④の面積の計算に当たっては、写真欄及び氏名欄に係る面積は当

該面積に算入しない。 

⑥ 文字が小さかったり、印刷した場合に著しく不鮮明になるおそれ

があると認められるときには、候補者に対して当該部分の記載の訂

正を求めることがある。訂正の求めに応じないときには、選挙管理

委員会が必要な訂正をすることができる。 

 

３． 掲載文の撤回（写真の取換えを含む。）は、申請に準じる。 

 

４． 掲載順序の決定は、８月２６日（火）午後６時００分から山添村役

場会議室で行う「くじ」による。この「くじ」には、候補者又は代理

人が立会できる。（掲載文申請書により申請できる。） 

 

５． 掲載文に使用できる符号は、○、◎、◎、●、△、□、◇、※、！、！！、？

である。 


